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知らないと…



ー 代理店とインボイス ー

・消費税のしくみ

・インボイス（適格請求書）とは？

・課税事業者には２種類

・インボイス制度の経過措置

・自店はどう対応したらよいか



インボイス制度は消費税に関する制度です



650円＋50円＝700円

最終消費者からの預かり金

仕入れ税額を引いた額

卸売店 小売店 最終消費者

税務署

650円納税

700 ー 650

＝
50円納税

6500円＋税650円

で仕入れ

7000円＋税700円

で購入



…



差益500円

ー納税700円

200円赤字

なんで？



卸売店 小売店 最終消費者

税務署

6500円＋税650円

で仕入れ

7000円＋税700円

で購入

差益500円

700 - 650

=

×
700円納税

差益500円

ー納税700円

200円赤字

×インボイス

がないと…



課税事業者と免税事業者



• 税率ごとの消費税額、適用税率

• 適格請求書発行事業者の登録番号

仕入税額控除に必要な書類となります

インボイス制度が始まると…









国税庁

• 消費税の申告が必要

• 年間課税売上高1000万円を超える



• 消費税の納税を免除

• 年間課税売上高1000万円以下

インボイスを
発行できません



税務署

6500円＋税650円

で仕入れ

7000円＋税700円

で購入

700 - 650

=

×
700円納税

×インボイス

がないと…

卸売店 小売店 最終消費者

…

小売店に

不利益





2

ちなみに



本則課税

課税事業者

簡易課税

納税します！

きっちり税額を計算 ざっくり「みなし税率」で計算

インボイス保存義務あり インボイス保存不要！



売上の消費税 ー（売上の消費税 × みなし税率）

• 仕入税額は一切考慮しません

事業種ごとに

税率が異なります

• 事務負担はかなり軽減されます

• 売上の消費税で税額を計算できます



年間課税売上高

5000万円以下



事業区分 みなし税率 該当する事業

第1種 90％ 卸売業

第2種 80％ 小売業

第3種 70％ 建設業・製造業など

第4種 60％ 飲食店、加工賃を対価とする役務提供など

第5種 50％ サービス業など（飲食店を除く）

第6種 40％ 不動産業

例えば

卸売店の場合

第１種 90%



A

• 年間課税売上800万円

• 免税事業者



「簡易課税」と「本則課税」の

簡単な例を見てみましょう

A



消費税 80万円

卸売販売

売上800万円＋

仕入

仕入600万円＋

80万円 ー (80万円 × 0.9)＝8万円

第１種事業 90%

消費税 60万円

みなし税率

仕入額に
関係なく計算



消費税 80万円

卸売販売

売上800万円＋

仕入

仕入600万円＋

消費税 60万円

80万円 ー 60万円 ＝20万円



卸売販売 仕入
第１種事業 90%

消費税 60万円消費税 80万円

80万円ー(80万円×0.9)＝ 8万円

80万円ー60万円 ＝ 20万円

納税額が異なります！









インボイス制度

2026年

10月

2029年

10月

2023年

10月

仕入税額控除

割合
50％ 0％

3年間 3年間

インボイスなし

のときの

80％



税務署

×インボイス

なし

免税事業者

700ー650=50円

だったのに…

2023 3

卸売店 小売店 最終消費者

700 ー（650×0.8）

＝

180円納税

6500円＋税650円

で仕入れ

7000円＋税700円

で購入

80％
仕入税額控除の割合

本則課税



税務署

3

卸売店 小売店 最終消費者

700 ー（650×0.5）

＝

375円納税

6500円＋税650円

で仕入れ

7000円＋税700円

で購入

50％
仕入税額控除の割合

×インボイス

なし

本則課税免税事業者



税務署

卸売店 小売店 最終消費者

700 ー（650× 0 ）

＝

700円納税

6500円＋税650円

で仕入れ

7000円＋税700円

で購入

0％
仕入税額控除の割合

×インボイス

なし

本則課税免税事業者

50円⇒180円⇒375円⇒700円



上位店・下位店との関係に注目！



制度開始後の

インボイスの

発行を依頼

自店の利益減

赤字化の可能性

上位店と

ご相談ください

はい いいえ

上位店 自店

本則課税
上位店さん、インボイスを

発行できますか？



インボイス

発行事業者登録

を検討下さい

インボイス

発行不要です

はい いいえ

自店 下位店

本則課税 下位店さん、インボイスが

必要ですか？



簡易課税

上位店への確認も

特になくてOK

上位店 自店

上位店の

インボイス不要



インボイス

発行事業者登録

を検討下さい

インボイス

発行不要です

はい いいえ

自店 下位店

簡易課税 下位店さん、インボイスが

必要ですか？



免税事業者

上位店への確認も

特になくてOK

上位店 自店

上位店の

インボイス不要



下位店の利益減

赤字化の可能性

課税事業者になるなどの

検討が必要です

インボイス

発行不要です

はい いいえ

自店 下位店

免税事業者
下位店さん、インボイスが

必要ですか？



下位店

…

上位店

✔ 事業をやめる予定

以下に当てはまる場合は、インボイスは不要でよいと思います

✔ 事業を縮小して、免税事業者規模になる予定

✔ 現在も免税事業者で、今後も免税事業者でいる予定

✔ 自身はエンドユーザーで、誰にも販売しない

下位店さん、インボイスが

必要ですか？
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